
一般社団法人筑波大学医学同窓会桐医会 定款 

 

第第１１章章  総総  則則  

  
（名称） 

第１条 当法人は、一般社団法人筑波大学医学同窓会桐医会と称する。 

（主たる事務所） 

第２条 当法人は、主たる事務所を茨城県つくば市に置く。 

（目的） 

第３条  当法人は、会員相互の福祉、親睦の向上を図り、会員と母校との密接な関係を

保ち、もって会員と母校の発展並びに医学、医療の発展に貢献することを目的と

する。 

（事業） 

第４条 当法人は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。 

（１）会員間の相互扶助、親睦、連携を図るための事業 

（２）医学教育、医学研究、大学関連行事等への支援・助成事業 

（３）会員間の連絡のための会報、会員名簿発行等の事業 

（４）会員の福祉を図るための共済に関する事業 

（５）前各号の事業のほか、当法人の目的を達成するために必要と認められる事

業 

（公告） 

第５条 当法人の公告は、電子公告の方法により行う。 

２  当法人の公告は、電子公告による公告をすることができない事故その他やむ

を得ない事情が生じた場合には、官報に掲載してする。 

 

 
第第２２章章  会会員員及及びび社社員員  

  
（会員の資格及び社員） 

第６条 当法人の会員の資格は、次のとおりとする。 

（１）正会員 イ．筑波大学医学専門学群、筑波大学医学専門学群医学類並び

に筑波大学医学群医学類の卒業生 

ロ．筑波大学医学群医学類の教員及びその職にあった者で当法人

の目的に賛同し入会を希望した者 

ハ．筑波大学附属病院に勤務する教員・医員及びその職にあった

者で当法人の目的に賛同し入会を希望した者 

（２）学生会員 筑波大学医学群医学類に在籍の学生 

（３）賛助会員 筑波大学医学群医学類及び筑波大学附属病院の関係者で、 
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当法人の目的に賛同して入会を希望し、理事会において承認され

た者 

（４）名誉会員  筑波大学医学群医学類の教授を退職した者で社員総会（代議

員総会）において承認された者 

２  当法人に第３章の規定に基づき正会員又は学生会員の中から選出された代議

員を置き、代議員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 

（以下「一般法人法」という。）上の社員とする。 

（正会員及び学生会員の権利） 

第７条    正会員及び学生会員は、法人法に規定された次に掲げる権利を代議員（社

員）と同様に当法人に対して行使することができる。 

（１）一般法人法第１４条第２項に定める権利（定款の閲覧等） 

（２）一般法人法第３２条第２項に定める権利（社員名簿の閲覧等） 

（３）一般法人法第５０条第６項に定める権利（社員の代理権証明書面等の閲

覧） 

（４）一般法人法第５２条第５項に定める権利（電磁的方法による議決権行使記

録の閲覧等） 

（５）一般法人法第５７条第４項に定める権利（社員総会の議事録の閲覧等） 

（６）一般法人法第１２９条第３項に定める権利（計算書類等の閲覧等） 

（７）一般法人法第２２９条第２項に定める権利（清算法人の貸借対照表の閲覧

等） 

（８）一般法人法第２４６条第３項、第２５０条第３項及び第２５６条第３項に

定める権利（合併契約等の閲覧等） 

（入会） 

第８条  当法人の成立の日をもって、権利能力なき社団筑波大学医学同窓会桐医会に属

する正会員、学生会員、賛助会員、名誉会員は、第６条第１項の会員資格に基づ

く当法人の会員とみなす。 

２  当法人の正会員又は学生会員となろうとする者は、当法人所定の入会申込書

により入会の申込みをし、理事会の承認を得なければならない。 

（会費の支払義務） 

第９条  正会員及び学生会員は、社員総会（代議員総会）において別に定める会費規定

に基づく会費を支払わなければならない。 

  ２ 会費の支払方法については会費規定（細則）に定めるものとする。 

３  既に納付した会費については、その理由の如何を問わず、これを返還しない

ものとする。 

（会員名簿） 

第10条  当法人は、会員及び代議員の氏名及び住所を記載した会員名簿（この名簿は、

一般法人法上の「社員名簿」を兼ねるものとする。）を作成し、当法人の主たる

事務所に備え置くものとする。 

２  当法人の会員に対する通知又は催告は、会員名簿に記載した住所又は会員が

当法人に通知した居所にあてて行うものとする。 
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（退会） 

第11条 会員は、次の事由によって退会する。 

（１）会員資格の喪失 

（２）会員本人の退会の申出。ただし、退会の申出は、１か月前までにするも

のとするが、やむを得ない事由があるときは、いつでも退会することが

できる。 

（３）死亡、失踪宣告 

（４）除名 

２  会員の除名は、当法人の名誉を毀損し、または定款その他の規則に違反する

等正当な事由があるときに限り、一般法人法第４９条第２項に規定する社員総

会（代議員総会）の特別決議によってすることができる。この場合、その会員

に対し、当該社員総会（代議員総会）の日から１週間前までにその旨を通知し、

当該社員総会（代議員総会）において弁明する機会を与えなければならない。 

３  会員を除名決議が成立したときは、除名した会員に対し、その旨を通知しな

ければならない。 

 

 
第第３３章章  代代議議員員  

  
（代議員） 

第12条  当法人に代議員を置き、次条以下の規定により、正会員又は学生会員から

選出される代議員をもって一般法人法上の社員とする。 

（代議員の選出） 

第13条  代議員は、選挙により選出する。代議員の選挙を行うために必要な細則は、

理事会において定める。 

２  正会員及び学生会員は、他の正会員及び学生会員と等しく代議員選挙に立候

補し又は代議員を選挙する権利を有する。理事又は理事会は、代議員を選出す

ることはできない。 

３  代議員は、正会員及び学生会員の総数より概ね２００名の中から１名の割合

をもって選出する（端数の取扱いについては理事会で定める。）。 

４ 代議員は、当法人の役員を兼務することはできない。 

（任期） 

第14条  代議員の任期は、選出後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関

する定時社員総会（定時代議員総会）の終結の時までとし、再任を妨げない。 

２  代議員は、任期満了後においても後任者が選出されるまでは、その職務を行

わなければならない。 

３ 代議員が社員総会決議取消しの訴え（一般法人法第２６６条第１項）、解
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散の訴え（一般法人法第２６８条）、責任追及の訴え（一般法人法第２７８ 

条）及び役員の解任の訴え（一般法人法第２８４条）を提起している場合 

（一般法人法第２７８条第１項に規定する訴えの提起の請求をしている場合 

を含む。）には、第１項の規定にかかわらず、当該訴訟が終結するまでの間、

当該代議員は、なお一般法人法上の社員たる地位を有するものとする。ただ 

し、当該代議員は、役員の選任及び解任並びに定款変更についての議決権は 

有しないものとする。 

４  任期満了前に退任した代議員の補欠として選出された者の任期は、前任者

の任期の残存期間と同一とする。 

（補欠代議員の予選） 

第15条  代議員が欠けた場合又は代議員の員数を欠くことになるときに備えて、あら

かじめ補欠の代議員を選出することができる。この場合の代議員の任期は、前

任者の任期の残存期間と同一とする。 

２  補欠の代議員を予選する場合には、次に掲げる事項も併せて決定しなけれ

ばならない。 

（１）当該候補者が補欠の代議員である旨 

（２）当該候補者を１人又は２人以上の特定の代議員の補欠の代議員として選

出するときは、その旨及び当該特定の代議員の氏名 

（３）同一の代議員（２人以上の代議員の補欠として選出した場合にあっては、

当該２人以上の代議員）につき２人以上の補欠の代議員を選出するとき

は、当該補欠の代議員相互間の優先順位 

３ 第１項の補欠代議員の予選に係る決議が効力を有する期間は、当該決議後 

２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会（定時代

議員総会）の終結の時までとする。 

 

 
第第４４章章  社社員員総総会会  

  
（構成） 

第16条 社員総会（代議員総会）は、すべての社員（代議員）をもって構成する。 

２ 代議員総会をもって、一般法人法上の社員総会とする。 

３  社員総会（代議員総会）における議決権は、１社員（代議員）につき１個

とする。 

（開催） 

第17条 当法人の定時社員総会（定時代議員総会）は、毎事業年度末日の翌日から 

３か月以内に開催し、臨時社員総会（臨時代議員総会）は、必要がある場合に

開催する。 

（招集） 

第18条  社員総会（代議員総会）は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会

の決議に基づき会長が招集する。ただし、会長に事故若しくは支障がある場 
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合には、あらかじめ理事会が定めた順位により副会長がこれを招集する。 

２  次に掲げる場合には、会長は臨時社員総会（臨時代議員総会）を招集しなけ

ればならない。 

（１）理事会が招集を決議したとき 

（２）総社員（総代議員）の議決権の１０分の１以上の議決権を有する社員 

（代議員）が必要と認めたとき 

３ 会長は、前項の規定による請求があったときは、４週間以内に社員総会 

（代議員総会）を招集しなければならない。 

４ 社員総会（代議員総会）を招集するには、会日より１週間前までに社員 

（代議員）に対して書面で招集通知を発するものとする。 

（議長） 

第19条  社員総会（代議員総会）の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長に事

故若しくは支障がある場合には、会長があらかじめ理事会の決議を経て定めた

順位により副会長がこれに代わるものとする。 

（権限） 

第20条 社員総会（代議員総会）は、次の事項について議決又は承認する。 

（１）会員の除名 

（２）理事及び監事の選任及び解任 

（３）各事業年度の事業報告及び決算の承認 

（４）事業計画の決定及び予算の承認 

（５）定款の変更 

（６）解散及び残余財産の処分 

（７）その他総会で決議するものとして法令又は定款で定められた事項 

（決議の方法） 

第21条  社員総会（代議員総会）の普通決議は、法令又は定款に別段の定めがある場

合を除き、総社員（総代議員）の議決権の過半数を有する社員（代議員）が出

席し、出席した社員（代議員）の議決権の過半数をもって行う。 

２  前項の規定にかかわらず、次に掲げる社員総会（代議員総会）の決議は、総

社員（総代議員）の半数以上であって、総社員（総代議員）の議決権の３分の

２以上に当たる多数をもって行わなければならない。 

（１）除名（一般法人法第３０条第１項） 

（２）監事の解任（一般法人法第７０条第１項） 

（３）役員等の責任の一部免除（一般法人法第１１３条第１項） 

（４）定款の変更（一般法人法第１４６条） 

（５）事業の全部譲渡（一般法人法第１４７条） 

（６）解散及び継続（一般法人法第１４８条第３号、第１５０条） 

（７）吸収合併契約の承認及び新設合併契約の承認（一般法人法第２４７条、第

２５１条第１項、第２５７条） 

（議決権の代理行使） 

第22条  社員（代議員）は、他の社員（代議員）若しくは議長を代理人として、議決権

を行使することができる。ただし、この場合には、社員総会（代議員総会）ごとに

代理権を証する書面を提出しなければならない。 
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（書面等による議決権の行使） 

第23条  社員総会（代議員総会）に出席できない社員（代議員）は、予め通知された

事項について書面若しくは電磁的方法により議決することができる。 

２  前項の規定により書面若しくは電磁的方法によって行使した議決権の数は、

出席した社員（代議員）の議決権数に参入する。 

（社員総会の決議の省略） 

第24条  理事又は社員（代議員）が社員総会（代議員総会）の目的である事項につい

て提案をした場合において、当該提案につき社員（代議員）の全員が書面によ

り同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会（代議員総

会）の決議があったものとみなす。 

（議事録） 

第25条  社員総会（代議員総会）の議事については、法令に定める事項を記載した議

事録を作成し、議長及び社員総会（代議員総会）において選任された議事録署

名人２名が記名押印する。 

 

 
第第５５章章  役役  員員  

  
（員数） 

第26条 当法人に次の役員を置く。 

（１）理事 ５名以上１０名以内 

（２）監事 ２名 

２  理事のうち１名を会長とし、２名を副会長とし、若干名（２名以内）を常務

理事とする。 

３  前項の会長をもって一般法人法上の代表理事とし、副会長、常務理事をもっ

て一般法人法第９１条第１項第２号の業務執行理事とする。 

（選任の方法） 

第27条  当法人の理事及び監事の選任は、社員総会（代議員総会）において、総社員

（総代議員）の議決権の過半数を有する社員（代議員）が出席し、出席した社

員（代議員）の議決権の過半数をもって行う。 

２  理事のうち、理事のいずれか１名とその配偶者又は３親等内の親族（その他

当該理事と政令で定める特別な関係があるものを含む。）である理事の数が、

理事総数の３分の１を超えてはならない。監事についても同様とする。 

（会長等の選定等） 

第28条  当法人の会長、副会長並びに常務理事は、理事会において選定及び解職する。 

（役員の職務及び権限） 

第29条 理事は、理事会を構成し、法令及び定款で定めるところにより、職務を執 
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行する。 

２  会長は、法令及び定款で定めるところにより、当法人を代表し、業務を総理

する。 

３ 副会長は、会長を補佐する。 

４  常務理事は、理事会の定めるところにより、当法人の業務を分担して執行す

る。 

５  監事は、理事の職務執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を

作成する。 

６  監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務

及び財産の状況を調査することができる。 

（役員の任期） 

第30条  理事の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関す

る定時社員総会（定時代議員総会）終結の時までとする。ただし、再任を妨げ

ない。 

２  監事の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関す

る定時社員総会（定時代議員総会）終結の時までとする。ただし、再任を妨げ

ない。 

３  任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された者の任期は、前

任者の任期の残存期間と同一とする。 

４  増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一

とする。 

５  理事又は監事は、第２６条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了

又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事

又は監事としての権利義務を有する。 

（役員の報酬） 

第31条 当法人の役員は、無報酬とする。 

 

 
第第６６章章  理理事事会会  

  
（構成） 

第32条 当法人に理事会を置く。 

２ 理事会は、すべての理事をもって構成する。 

（開催） 

第33条  理事会は通常理事会と臨時理事会の２種とする。通常理事会は、年４回以上

開催し、臨時理事会は、会長が必要と認めたときに開催することができる。 

２ 理事会は、理事総数の過半数の出席がなければ開会することはできない。 

（招集） 

第34条 理事会は、会長が招集する。 

２ 理事会を招集するには、会日の１週間前までに各理事及び各監事に対して 
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招集の通知を発するものとする。ただし、緊急の場合にはこれを短縮する

ことができる。 

３  会長に事故若しくは支障があるときは、会長があらかじめ理事会の決議

を経て定めた順位により副会長がこれに代わるものとする。 

４  理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集手続を経ずに

開催することができる。 

（議長） 

第35条  理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長に事故若しくは支障

があるときは、会長があらかじめ理事会の決議を経て定めた順位により副

会長がこれに代わるものとする。 

（権限） 

第36条 理事会は、法令又は定款に定めるもののほか、次の職務を行う。 

（１）当法人の業務執行の決定 

（２）理事の職務の執行の監督 

（３）会長、副会長、常務理事の選定及び解職 

（決議の方法） 

第37条  理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の

過半数が出席し、その過半数をもって行う。 

２  前項の規定にかかわらず、理事の全員が議案について、書面又は電磁的記 

録により同意の意思表示をしたときは、理事会の決議があったものとみな

す。 

（議事録） 

第38条  理事会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、

出席した会長及び監事が記名押印する。ただし、会長が欠席の場合には、

出席した理事及び監事の全員がこれに記名押印する。 

（委員会） 

第39条  当法人の事業を推進するために必要あるときは、理事会の決議により、そ

の諮問機関として、各種の委員会を設置することができる。 

２  委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により

別に定める。 

３  委員会の委員長は、理事の中から会長がこれを委嘱する。委員は、正会

員の中から会長がこれを委嘱する。 

 

 
第第７７章章  支支  部部  

  
（支部） 

第40条  当法人に社員総会（代議員総会）の承認を得て支部を置くことができる。

支部は、常に事務局と密接な連絡を保ち運営するものとする。 

２  支部の設置、運営基準等については、社員総会（代議員総会）の承認を

得て別に定める。 
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第第８８章章  資資産産及及びび会会計計  

  
（事業年度） 

第41条 当法人の事業年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。 

（事業計画及び収支予算） 

第42条  当法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前

日までに会長が作成し、理事会の承認を経て、直近の定時社員総会（定時

代議員総会）に報告するものとする。これを変更する場合も同様とする。 

２  前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの

間備え置くものとする。 

（事業報告及び決算） 

第43条  当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書

類を作成し、監事の監査を受けた上で理事会の承認を受けなければならな

い。 

（１）事業報告書 

（２）事業報告書の附属明細書 

（３）貸借対照表 

（４）損益計算書 

（５）貸借対照表及び損益計算書の附属明細書 

２  前項の承認を受けた書類のうち、第１号、第３号及び第４号の書類につ

いては、定時社員総会（定時代議員総会）に提出し、第１号の書類につい

てはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければなら

ない。 

３  当法人は、第１項の書類を、定時社員総会（定時代議員総会）の日の２

週間前の日から５年間主たる事務所に備え置くとともに、１０年間保存す

るものとする。 

（剰余金） 

第44条 当法人は、剰余金の分配は行わない。 

 

 
第第９９章章  定定款款のの変変更更及及びび解解散散  

  
（定款の変更） 

第45条  本定款は、社員総会（代議員総会）の決議によって変更することができ

る。 

（解散） 

第46条  当法人は、社員総会（代議員総会）の決議その他法令で定められた事由

により解散する。 

（残余財産の帰属） 

第47条  当法人が清算する場合において有する残余財産は、社員総会（代議員総 

会）の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律

第５条第１７号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に帰属させるも

のとする。 
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第第1100章章  事事務務局局  

  
（事務局） 

第48条 当法人の事務を処理するため、事務局を設置する。 

２  事務局には、事務職員を置くことができ、事務職員は会計及び会務を補佐

する。 

３ 事務職員は有給とする。 

４ 事務局長は、常務理事の中から理事会において選定される。 

５  事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が理事会の決議により別

に定める。 

 

 
第第1111章章  附附  則則  

  
（設立時社員） 

第49条 当法人の設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。 

茨城県つくば市並木四丁目８番地２９       山  口  高  史 

茨城県つくば市東二丁目１８番地１２       鴨  田  知  博 

茨城県つくば市台町二丁目９番地７回       海老原  次  男 

（設立時役員） 

第50条 当法人の設立時役員は、次のとおりである。 

設立時理事   山  口  高  史、  同    鴨  田  知  博、 

設立時理事   海老原  次  男、  同    湯  澤  賢  治、 

設立時理事   宮  川  創  平、  同    堀      孝  文、 

設立時理事   鈴  木  英  雄、  同    齋  藤      誠 

茨城県つくば市並木四丁目８番地２９ 

設立時代表理事（会長） 山 口 高 史 

設立時監事    須磨﨑    亮、     同    中馬越  清  隆 

（最初の事業年度） 

第51条  当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成２９年３月３１日ま

でとする。 

（定款に定めのない事項） 

第52条  本定款に定めのない事項については、すべて一般法人法その他の法令の定

めるところによる。 

 

定款変更 

 平成29年5月27日 第6条、第22条 改定 

 令和 5年5月27日 第9条 改定 
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